
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

平成 31(2019)年 度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人OVA

1 事業の成果

平成 31年度は、自殺予防に関する事業として昨年度に引き続き、自殺の危機にある人 (主に若年層)

に対して相談事業 (イ ンターネット・ゲー トキーパー事業)を展開した。足立区、新宿区、大田区、横浜

市において実施し合計継続相談者数は399名で、そのうちポジティブな感情の変化や現物の社会資源につ

ながるなどの援助要請行動、援助要請意図などの自殺予防的な変化が認められたのは、全体の 38.3%であ

つた。その他に ICTア ウトリーチ手法による自治体の相談窓日の情報提供事業 (検索連動広告事業)を行

った。厚生労働省 。自殺総合対策推進センター創設の革新的自殺研究推進プログラムに採択され、検索連

動広告を活用した自殺対策の研究及び、インターネット・ゲー トキーパー活動の形式知化 (手引きの作成

と公表)を行った。また、長野県 。日本財団との協働で令和元年下半期より長野県下の小中高校教員・養

護教諭等を対象にした子どもゲー トキーパー支援の事業を実施したほか、自主開催・依頼開催の形でゲー

トキーパー研修等を実施した。

令和 2年度においては、インターネット・ゲー トキーパー事業・検索連動広告事業を自治体委託事業

として継続的に実施するとともに、コロナ禍による影響を踏まえ、ICTを活用した自殺予防の事業と心の

健康保持増進の事業を積極的に社会に浸透させていくべく活動を進めていきたい。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【42,794】 千円)

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

(1)自 殺 予 防
に関する事業

【インターネット・ゲー ト

キーパー及び検索連動広

告事業】

検索運動広告を利用して

自殺ハイリスク者にリー

チし、主にメール相談を受

け、医療・福祉等の必要な

社会資源につなぐ等の支

援を行う事業/検索連動

広告を利用して自治体や

民間団体の相談窓日の情

報を市民へ提供する事業

通年

足立区

新宿区

大田区

横浜市

港区

町田市

和歌山県

兵庫県

秋 田県

福島県

千葉県

富山県

日の出町

16名

足立区・

新宿区・

大田区 。

横浜市

在住在勤

在学者他

399,名 24,863



【研究・研修事業】

検索運動広告を活用した

自殺対策の研究及び、イン

ターネット・ゲー トキーパ

ー活動の形式知化 (手引き

の作成と公表)・ ゲー トキ

ーパー研修等

通年

東京都

町田市

府中市

岩手県

横浜市

鎌倉市

練馬区他

5名

行政・民

間の自殺

対策担当

者

多数 11,984

【子ども・若者自殺未遂者

地域支援モデル構築】

長野県下の教員・養護教

諭 。子ども支援者を対象

に、自殺の危機にある子ど

もたちへの対応をコンサ

ルテーションする事業

令和元年

10月 ～

令和 2年

3月

長野県 8名

長野県

小中高校

職員・児

童生徒

多数 5,946

(2)心 の健 康
保持増進のた
めの事業

実施無 し

(3)そ の他 目
的を達成す る
ために必要な
事業

実施無し



書式第 13号 (法第 28条関係 )

平成31(2019)年 度

事 業 報 告 用

活動計算書 (そ の他事業が上登場合)

特定非営利活動法人OvA

正会員受取会費
費助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

3,344,617
0

受取民間助成金
受取国庫補助金

インターネット・グー トキーパー及び検索運動広告事業収益
研修等に係る謝金収入

303

228

受取利息 110

事】法定福利費
事】通勤費
事】福利厚生費

事】 手 23.721.685
2,310,6401

911,2581
50.400・

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

謝金
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
保険料
諸会費
租税公課
研修費
支払手数料
支払寄付金
新聞図書費
ソフトウェア費
会場費
ケース面談費
英文翻訳費
広告費

636,375
689,756
119,325
477,245
555,517

1.373.385
131,586

2,297,680
18,683

94,569
71,808

62,184

52,726
15,800

193,832

48,907
37,100

1,732

16.500
8,904.954

料手当 0

11,350

1,140
34.392
34,317

2,160

910
14,279

8,724

28,270

―‐―.__●‐1理21α21

460

【管
【管
【管
【管
【管
:管

【管
I事

【管

保険料
諸会費
租税公課
支払手数料
新聞図書費
出張費
ソフ トウェア費

会

通
消

議

信運搬費
耗品費

43.010.149
14.075.109増 滅 観

572.085入

572.085

災害損失

572.085

14_647_194i前 当 _鶏 ■工 ■妹 _ ●(lD■② _"・ ■0
3.110.000

)■ 11.537.194‐●■難 _:E~遠■財―週 ).

13.617.000
2,800,000
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

平成31(2019)年 度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人OVA

現金預金
貯蔵品
前払費用
未収収益

入 金 660 751

26,839,048
46,876
29,708.

5,678,6631

具車 両 運 搬

ソフ トウェア
01

0

敷金
長期貸付金

350,000
0

【A】 資 産 合 計 ①+② 33,605,046

未払金
未払法人税等
前受助成金
預 り金

3,496,504
3,110,000
7,472,000

95,642

長期借入金

19,4301900
正

正

7 893 706

11,537,194

19.430:懸Ю

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 33.605,046

■監ヨ||」餞2コ蘭
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16 法 28

平成31(2019)年 度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営和ll活動法人OVA

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準

協議会)によつています。

(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目

インターネッ
ト・ゲー ト

キーパー及び
検索運動広告

事業

研究・研修
事業

子ども。若者
自殺未遂者地
域支援モデル

構築

事業部門計 管理部門 合 計

0

0

0

0

36,150,303
0

0

3,344,396
7,671,000
2,800,000
1,179,228

110

0

221

5,946,000
0

0

0

0

3,344,617
13,617,000
2,800,000

37,329,531
110

0

3,344,617
13,617,000
2,800,000

37,329,531
110

36,150,303 14,994,734 5,946,221 57,091,258 57,091,258

11,618,767
1,143,081

333,605
18,460

8,226,668
700,495
439,377
31,940

3,876,250
467,064
138,276

0

23,721,685
2,310,640
911,258
50,400

23,721,685
2,310,640
911,258
50,400

13,113,913 9,398,480 4.481.590 26,993,983 26,993,983

316,025
26,981

48,256
167,561

195,587

618,144
70,747

1,237,312
9,341

67,100
67,358
39,729
11,202

0

37,656
0

47,657
3,200

0

0

8,785,892

220,350
186,141
71,569

226,330
147,647

583,083
35,871

739,536
9,342
27,469
4,450

22,455
32,666
15,800

96,132
0

1,250

28,400
1,732

16,500
119,062

100,000
476,634

0

83,354
212,283
172,158

24,968
320,832

0

0

0

0

858
0

636,375
689,756
119,825

477,245
555,517

1,373,385
131,586

2,297,680
18,683

94,569
71,808
62,184
52,726
15,800

193,832

0

48,907
37,100
1,732

16,500
8,904,954

0

0

11,350

0

1,140

84,392
0

0

34,317
2,160
910

0

14,279

0

8,724
28,270
36,460

0

0

0

0

636,375
689,756
131,175

477,245
556,657

1,457,777
131,586

2,297,680
53,000
96,729
72,718
62,184
67,005
15,800

202,556
28,270
85,367
37,100
1,732

16,500
8,904,954

11,749,748 2.585,785 1,464,631 15,800,164 222,002 16,022,166
222.002 43,016,14924,863,661 11,984,265 5,946,221 42,794,147

11.286.642 3.010,469 14,297,111 -222 002 □ 画B 【D

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取民間助成金

受取国庫補助金
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

法定福利費

通勤費
福利厚生費

人件費計
(2)そ の他経費

謝金

印刷製本費
会議費
旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

水道光熱費
地代家賃

保険料

諸会費

租税公課

研修費
支払手数料
支払寄付金

新聞図書費
出張費
ソフトウェア費
会場費
ケース面談費

英文翻訳費
広告費
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 □□憂回四



使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は19,430,900円 ですが、そのうち0円 は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は19,430,900円 です。

4.固 定資産の増減内訳

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

円

円

¨
０

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

子ども・若者自殺未遂者地域支援
モデル構築 5,946,000

助成金は令和元年10月 24日 に6,960,000円 入金さ
れましたが、未使用額で返還義務のある
1,014.000円 は前受助成金として負債に計上して
います。

助成 :日 本財団

13,570,000

6 960 000

7,671,000

助成金は平成31年4月 24日 に13,570,000円 入金さ
れましたが、未使用額で返還義務のある
5,899,000円 は前受助成金として負債に計上して
います。

助成 :日 本財団

インターネットを活用した若者自
殺対策

ICTを 活用 した地域自殺対策の強

化に関する研究

0

2,800,000 2,800,000

0

委託元 1国立研究開発法人 国立精神・神経医
療研究センター 精神保健所 白殺総合対策推
進センター

23.330.000 16.417.000合計

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

投資その他の資産
敷金 350,000 350,000 350,000

350,000 350,000 350,000合計

科 目
計算書類に

計上 された

金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取引

23,721,685 4,500,000
23,721,685 4,500,000

(活動計算書 )

給料手当
活動計算書計



書式第 17号 (法第 28条関係 )

平成 31(2019)年 度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人OVA

2 815 109

23,939

46,876
46,876

26,839,048現

銀

金預金
手元小日現金

貯蔵品

切手等

678 663

29,708

5,678,663
29,708

研究 (革新的自殺研究推進プログラム)事業未収金

未収収益
収 金インターネット・ゲー トキーパー事

未収入金

前払費用
前払保険

車両運搬具
事業用車両

什器備 品
パ ソコン

_91
0

0

0

借地権

ソフトウェア
)t-!V--)z z >-rZ7 L

敷金
高田馬場事務所

350,000

0

.―.‐
'.'観総111:懸餞

長期貸付金
長期貸付金

―‐
=‐

‐-1■●■■■
=■
・■,|ltill:||||||:菫 妻|lil諄

=―

―――
=.―

ttl11:_..=|,三 ||:||

0

、・ttt―
=―

=― :―■―――■

【A】 資 産 合 計 ①+② 33.605,046

4 27 000

95 642

95,642

3,496,504

金

その他 (支払手数料・通信運搬費 等 )

前受助成金

3 110 000
7,472,000

未払法人税等
未払法人税等

2,020,147
1,096,071

14,864
335,012
30,410

3,110,000'

未
t曇

?5:「
|,iLド

1突募雰を1漠羨轟″
(広告費)

(消耗品費等)

預 り金
源泉

長期借入金
入

0

01

0

0退職給付引当金
退職給付引当

14,174.146【B-1】 負 債 合 計 ③+④

19,430,900【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

合   計

1      660,751

____,":`,1._________

000

7



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

平成31(2019)年 度

年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人OVA

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬 を受 けた期 間

(該 当者のみに記入)

氏   名

1 巨ヨ・監事
イ トウ ジロウ 平成31(2019)年 4月 1日

令和2(2020)年 3月 31日

年

年

月

月

日

日伊藤 次郎

2 巨ヨ・監事
ヨコヤマ ホク ト 平成31(2019)年 4月 1日

令和2(2020)年 3月 31日

年

年

月

月

日

日横山 北斗

3 □ 監 事

コジマ シンヤ 平成31(2019)年 4月 1日

令和2(2020)年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小島 進也

4 匝憂]・ 監事
アサ ミ ジュン 平成31(2019)年 4月 1日

令和2(2020)年 3月 31日

年  月  日

年 月 日浅見 淳

5 理事・匡ヨ
カワムラ ヒロヤス 平成31(2019)年 4月 1日

令和2(2020)年 3月 31日

年 月

月

日

日年河村 浩靖

6 理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

7 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年

年

月

月

日

日

8 理事・監事

年 月

月

日

日年

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

10 理事・監事

年 月

月

日

日年

年  月 日

日年 月



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人ΩVA

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 伊藤 次郎

2 横山 北斗

3 小島 進也

4 伊藤 容子

5 伊藤 夏雄

6 伊藤 晶子

7 伊藤 良平

8 堀井 律子

9 柴田 なるみ

10 浅見 淳

11

12


